
長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 職 員 の 給 与 の 支 給 に

関 す る 規 則  

平 成 １ ８ 年 １ ２ 月 １ ８ 日  規 則 第 ７ 号  

平 成 ２ １ 年  ３ 月 ２ ７ 日  規 則 第 １ 号  

 平 成 ２ ２ 年  ３ 月 ３ ０ 日  規 則 第 ４ 号  

 平 成 ２ ２ 年  ３ 月 ３ ０ 日  規 則 第 ５ 号  

 平 成 ２ ２ 年  ５ 月 １ ２ 日  規 則 第 ７ 号  

 平 成 ２ ３ 年  ３ 月 ２ ８ 日  規 則 第 １ 号  

平 成 ２ ５ 年  ６ 月 ２ ４ 日  規 則 第 ６ 号  

 平 成 ２ ７ 年  ３ 月 ２ ６ 日  規 則 第 ３ 号  

最 終 改 正  平 成 ２ ８ 年  ３ 月 ２ ９ 日  規 則 第 ７ 号  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 （ 以 下 「 広 域 連 合 」 と い

う 。 ） の 職 員 の 給 与 の 支 給 に つ い て は 、 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療

広 域 連 合 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ８ 年 広 域 連 合 条 例 第

１ ５ 号 。 以 下 「 給 与 条 例 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 こ

の 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

第 ２ 条  削 除  

第 ３ 条  削 除  

第 ４ 条  削 除  

第 ５ 条  削 除  

第 ６ 条  削 除  

 （ 勤 務 １ 時 間 当 た り の 給 与 額 算 出 の 基 礎 と な る 給 料 の 月 額 ）  

第 ７ 条  給 与 条 例 第 １ １ 条 に 規 定 す る 勤 務 １ 時 間 当 た り の 給 与 額



の 算 出 の 基 礎 と な る 給 料 の 月 額 は 、 そ の 職 員 が 本 来 受 け る べ き

給 料 の 月 額 と す る 。 た だ し 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第

２ ６ １ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ２ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

減 給 処 分 を 受 け て い る 場 合 に お い て は 、 そ の 期 間 に 限 り 、 減 額

さ れ た 給 料 額 を も っ て 給 料 の 月 額 と す る 。  

 （ 手 当 の 額 の 端 数 の 処 理 ）  

第 ８ 条  手 当 の 計 算 に 際 し て そ の 額 に 円 位 未 満 の 端 数 を 生 じ た と

き は 、 国 等 の 債 権 債 務 等 の 金 額 の 端 数 計 算 に 関 す る 法 律 （ 昭 和

２ ５ 年 法 律 第 ６ １ 号 ） の 例 に よ る も の と す る 。  

 （ 給 与 の 支 給 ）  

第 ９ 条  給 料 の 計 算 期 間 （ 以 下 「 給 与 期 間 」 と い う 。 ） は 、 月 の

１ 日 か ら 末 日 ま で と す る 。  

２  職 員 の 給 与 の 支 給 日 は 、 毎 月 ２ １ 日 と す る 。 た だ し 、 そ の 月

の ２ １ 日 が 休 日 、 日 曜 日 又 は 土 曜 日 に 当 た る と き は 、 そ の 日 前

に お い て 、 そ の 日 に 最 も 近 い 休 日 、 日 曜 日 又 は 土 曜 日 で な い 日

を 支 給 日 と す る 。  

３  広 域 連 合 長 は 、 特 別 の 事 由 に よ り 、 前 項 の 規 定 に よ り 難 い と

認 め る と き は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 に 給 与 の 支 給 日 を

定 め る こ と が で き る も の と す る 。  

第 １ ０ 条  職 員 が 死 亡 し た と き は 、 そ の 月 ま で の 給 料 を そ の 際 に

支 給 す る 。  

第 １ １ 条  給 与 の 支 給 日 後 に お い て 新 た に 職 員 と な っ た 者 及 び 給

与 の 支 給 日 前 に 離 職 し た 職 員 の 給 与 は 、 日 割 計 算 に よ っ て そ の

際 に 支 給 す る も の と す る 。  

第 １ ２ 条  職 員 が 月 の 中 途 に お い て 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当



す る 場 合 に お け る 手 当 は 、 日 割 計 算 に よ り こ れ を 支 給 す る 。  

 ⑴  休 職 に さ れ 、 又 は 休 職 の 終 了 に よ り 復 職 し た 場 合  

 ⑵  法 第 ５ ５ 条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る 許 可 を 受 け 、 又

は 専 従 許 可 の 終 了 に よ り 復 職 し た 場 合  

 ⑶  育 児 休 業 （ 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３

年 法 律 第 １ １ ０ 号 。 以 下 「 育 児 休 業 法 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 の

規 定 に よ る 育 児 休 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 始 め 、 又 は 育 児

休 業 の 終 了 に よ り 職 務 に 復 帰 し た 場 合  

 ⑷  停 職 に さ れ 、 又 は 停 職 の 終 了 に よ り 職 務 に 復 帰 し た 場 合  

２  月 の 初 日 か ら 引 き 続 い て 休 職 に さ れ 、 専 従 許 可 を 受 け 、 育 児

休 業 法 第 ２ 条 の 規 定 に よ り 育 児 休 業 を し 、 又 は 停 職 に さ れ て い

る 職 員 が 手 当 の 支 給 日 以 後 に 復 職 し 、 又 は 職 務 に 復 帰 し た 場 合

に は 、 そ の 月 の 手 当 を そ の 際 支 給 す る 。  

（ 任 期 付 職 員 の 給 料 ）  

第 １ ３ 条  給 与 条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 任 期 付 職 員 の 給 料 の

額 に つ い て は 、 そ の 者 の 知 識 経 験 の 度 等 に 応 じ て 決 定 す る も の

と す る 。  

 （ 管 理 職 手 当 の 支 給 ）  

第 １ ４ 条  給 与 条 例 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 管 理 職 手 当 の 支 給 を 受 け

る 職 員 の 職 は 、 事 務 局 長 の 職 、 企 画 監 の 職 、 次 長 の 職 、 会 計 管

理 者 の 職 、 課 長 の 職 、 参 事 の 職 及 び 課 長 補 佐 の 職 と す る 。  

２  前 項 の 職 を 占 め る 職 員 に 支 給 す る 管 理 職 手 当 の 月 額 は 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

 ⑴  事 務 局 長  84,600円  

 ⑵  企 画 監  79,700円  



 ⑶  次 長  70,800円  

 ⑷  会 計 管 理 者  62,000円  

 ⑸  課 長  58,200円  

 ⑹  参 事  49,900円  

 ⑺  課 長 補 佐  41,600 円  

３  管 理 職 手 当 は 、 当 該 職 員 が 給 与 期 間 の 全 日 数 に わ た っ て 次 の

各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 支 給 し な い も の と す る 。  

 ⑴  外 国 に 出 張 中 の 場 合  

 ⑵  勤 務 し な か っ た 場 合 （ 公 務 上 負 傷 し 、 又 は 疾 病 に か か り 有

給 の 病 気 休 暇 を 受 け 、 又 は 長 期 の 休 養 を 要 す る た め 休 職 に さ

れ て い る 場 合 を 除 く 。 ）  

４  職 員 が 管 理 職 手 当 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 職 を 兼 ね る と

き は 、 そ の 兼 ね る 職 員 と し て 受 け る べ き 管 理 職 手 当 は 、 支 給 し

な い も の と す る 。  

 （ 通 勤 手 当 の 届 出 ）  

第 １ ５ 条  職 員 は 、 新 た に 給 与 条 例 第 ５ 条 第 １ 項 の 職 員 た る 要 件

を 具 備 す る に 至 っ た 場 合 に は 、 通 勤 届 （ 様 式 第 １ 号 ） に よ り 、

速 や か に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 同 項 の 職 員 が 住 居 、 通 勤 経

路 若 し く は 通 勤 方 法 を 変 更 し 、 又 は 通 勤 の た め 負 担 す る 運 賃 等

の 額 に 変 更 が あ っ た 場 合 に つ い て も 同 様 と す る 。  

 （ 通 勤 手 当 の 確 認 及 び 決 定 ）  

第 １ ６ 条  任 命 権 者 は 、 職 員 か ら 前 条 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た

と き は 、 そ の 届 出 に 係 る 事 実 を 通 勤 用 定 期 乗 車 券 （ こ れ に 準 ず

る も の を 含 む 。 以 下 「 定 期 券 」 と い う 。 ） の 提 示 を 求 め る 等 の

方 法 に よ り 確 認 し 、 そ の 者 が 給 与 条 例 第 ５ 条 第 １ 項 の 要 件 を 具



備 す る と き は 、 そ の 者 に 支 給 す べ き 通 勤 手 当 の 額 を 決 定 し 、 又

は 改 定 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 通 勤 手 当 の 額 の 算 出 の 基 準 ）  

第 １ ７ 条  給 与 条 例 第 ５ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 運 賃 等 相 当 額

は 、 運 賃 、 時 間 、 距 離 等 の 事 情 に 照 ら し 、 最 も 経 済 的 か つ 合 理

的 と 認 め ら れ る 通 常 の 通 勤 の 経 路 及 び 方 法 に よ り 算 出 す る も の

と す る 。  

第 １ ８ 条  運 賃 等 相 当 額 は 、 次 に 掲 げ る 額 （ そ の 額 に １ 円 未 満 の

端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） と す る 。  

 ⑴  定 期 券 を 使 用 す る こ と が 、 最 も 経 済 的 か つ 合 理 的 で あ る と

認 め ら れ る 交 通 機 関 等 通 用 期 間 が 支 給 単 位 期 間 （ 給 与 条 例 第

５ 条 第 ５ 項 に 規 定 さ れ た 支 給 単 位 期 間 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

で あ る 定 期 券 の 価 額  

 ⑵  回 数 乗 車 券 等 を 使 用 す る こ と が 最 も 経 済 的 か つ 合 理 的 で あ

る と 認 め ら れ る 交 通 機 関 等 当 該 回 数 乗 車 券 等 の 通 勤 ２ １ 回 分

（ 交 替 制 勤 務 に 従 事 す る 職 員 等 に あ っ て は 、 平 均 １ 箇 月 当 た

り の 通 勤 所 要 回 数 分 ） の 運 賃 等 の 額  

 （ 併 用 者 の 区 分 及 び 支 給 額 ）  

第 １ ９ 条  給 与 条 例 第 ５ 条 第 ２ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 同 条 第 １ 項 第

３ 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 及 び こ れ に 対 応 す る 同 条 第 ２ 項 第 ３ 号

に 規 定 す る 通 勤 手 当 の 額 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  

 ⑴  給 与 条 例 第 ５ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 職 員 （ 交 通 機 関 等 を

利 用 し な け れ ば 通 勤 す る こ と が 著 し く 困 難 で あ る 職 員 以 外 の

職 員 で あ っ て 、 そ の 利 用 す る 交 通 機 関 等 が 通 常 徒 歩 に よ る こ

と を 例 と す る 距 離 内 に お い て の み 利 用 し て い る も の で あ る も



の を 除 く 。 ） の う ち 、 自 動 車 等 の 使 用 距 離 が 片 道 ２ キ ロ メ ー

ト ル 以 上 で あ る 職 員 及 び 自 動 車 等 の 使 用 距 離 が 片 道 ２ キ ロ メ

ー ト ル 未 満 で あ る が 自 動 車 等 を 使 用 し な け れ ば 通 勤 す る こ と

が 著 し く 困 難 で あ る 職 員  同 条 第 ２ 項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 定

め る 額 （ 同 項 第 １ 号 に 規 定 す る １ 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額

（ 以 下 「 １ 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 」 と い う 。 ） 及 び 同 項

第 ２ 号 に 定 め る 額 の 合 計 額 が ５ ５ ， ０ ０ ０ 円 を 超 え る と き は 、

そ の 者 の 通 勤 手 当 に 係 る 支 給 単 位 期 間 の う ち 最 も 長 い 支 給 単

位 期 間 に つ き 、 ５ ５ ， ０ ０ ０ 円 に 当 該 支 給 単 位 期 間 の 月 数 を

乗 じ て 得 た 額  

 ⑵  給 与 条 例 第 ５ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 職 員 の う ち 、 １ 箇 月

当 た り の 運 賃 等 相 当 額 （ ２ 以 上 の 交 通 機 関 等 を 利 用 す る も の

と し て 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 合 計 額 。

以 下 「 １ 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 」 と い う 。 ） が 同 条 第 ２

項 第 ２ 号 に 定 め る 額 以 上 で あ る 職 員 （ 前 号 に 掲 げ る 職 員 を 除

く 。 ）  同 項 第 １ 号 に 定 め る 額  

 ⑶  給 与 条 例 第 ５ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 職 員 の う ち 、 １ 箇 月

当 た り の 運 賃 等 相 当 額 が 同 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 定 め る 額 未 満 で

あ る 職 員 （ 第 １ 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）  同 項 第 ２ 号 に 定

め る 額  

 （ 交 通 の 用 具 ）  

第 ２ ０ 条  給 与 条 例 第 ５ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 交 通 の 用 具 は 、

次 に 掲 げ る も の と す る 。 た だ し 、 広 域 連 合 並 び に 長 崎 県 及 び そ

の 区 域 内 の 市 町 の 所 有 に 属 す る も の を 除 く 。  

 ⑴  自 動 車 、 原 動 機 付 自 転 車 そ の 他 の 原 動 機 付 の 交 通 用 具  



 ⑵  自 転 車  

 （ 自 動 車 等 使 用 者 の 通 勤 手 当 の 額 ）  

第 ２ ０ 条 の ２  給 与 条 例 第 ５ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 の 広 域 連 合 長 が 定 め

る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 自 動 車 等 の 使 用 距 離 に 応 じ 、 そ れ ぞ

れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

 ⑴  片 道 ５ キ ロ メ ー ト ル 未 満  2,400円  

 ⑵  片 道 ５ キ ロ メ ー ト ル 以 上 10キ ロ メ ー ト ル 未 満  5,700円  

⑶  片 道 10キ ロ メ ー ト ル 以 上 15キ ロ メ ー ト ル 未 満  9,100円  

⑷  片 道 15キ ロ メ ー ト ル 以 上 20キ ロ メ ー ト ル 未 満  12,300円  

⑸  片 道 20キ ロ メ ー ト ル 以 上 25キ ロ メ ー ト ル 未 満  15,700円  

⑹  片 道 25キ ロ メ ー ト ル 以 上 30キ ロ メ ー ト ル 未 満  18,900円  

⑺  片 道 30キ ロ メ ー ト ル 以 上 35キ ロ メ ー ト ル 未 満  22,000円  

⑻  片 道 35キ ロ メ ー ト ル 以 上 40キ ロ メ ー ト ル 未 満  25,000円  

⑼  片 道 40キ ロ メ ー ト ル 以 上 45キ ロ メ ー ト ル 未 満  27,600円  

⑽  片 道 45キ ロ メ ー ト ル 以 上 50キ ロ メ ー ト ル 未 満  29,300円  

⑾  片 道 50キ ロ メ ー ト ル 以 上 55キ ロ メ ー ト ル 未 満  32,100円  

⑿  片 道 55キ ロ メ ー ト ル 以 上 60キ ロ メ ー ト ル 未 満  34,300円  

⒀  片 道 60キ ロ メ ー ト ル 以 上 65キ ロ メ ー ト ル 未 満  37,300円  

⒁  片 道 65キ ロ メ ー ト ル 以 上 70キ ロ メ ー ト ル 未 満  40,300円  

⒂  片 道 70キ ロ メ ー ト ル 以 上 70キ ロ メ ー ト ル 未 満  43,200円  

⒃  片 道 75キ ロ メ ー ト ル 以 上  45,000円  

 （ 通 勤 手 当 の 支 給 の 始 期 及 び 終 期 ）  

第 ２ １ 条  通 勤 手 当 の 支 給 は 、 職 員 に 新 た に 給 与 条 例 第 ５ 条 第 １

項 の 職 員 た る 要 件 が 具 備 さ れ る に 至 っ た 場 合 に お い て は 、 そ の

日 の 属 す る 月 の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日



の 属 す る 月 ） か ら 開 始 し 、 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ て い る 職 員 が 離

職 し 、 又 は 死 亡 し た 場 合 に お い て は そ れ ぞ れ の 者 が 離 職 し 、 又

は 死 亡 し た 日 、 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ て い る 職 員 が 同 項 の 職 員 た

る 要 件 を 欠 く に 至 っ た 場 合 に お い て は そ の 事 実 が 生 じ た 日 の 属

す る 月 （ こ れ ら の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る

月 の 前 月 ） を も っ て 終 わ る 。 た だ し 、 通 勤 手 当 の 支 給 の 開 始 に

つ い て は 、 第 １ ５ 条 の 規 定 に よ る 届 出 が 、 こ れ に 係 る 事 実 の 生

じ た 日 か ら １ ５ 日 を 経 過 し た 後 に さ れ た と き は 、 そ の 届 出 を 受

理 し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、

そ の 日 の 属 す る 月 ） か ら 行 う も の と す る 。  

２  通 勤 手 当 は 、 こ れ を 受 け て い る 職 員 に そ の 額 を 変 更 す べ き 事

実 が 生 ず る に 至 っ た 場 合 に お い て は 、 そ の 事 実 の 生 じ た 日 の 属

す る 月 の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す

る 月 ） か ら 支 給 額 を 改 定 す る 。 前 項 た だ し 書 の 規 定 は 、 通 勤 手

当 の 月 額 を 増 額 し て 改 定 す る 場 合 に お け る 支 給 額 の 改 定 に つ い

て 準 用 す る 。  

 （ 通 勤 手 当 の 返 納 の 事 由 及 び 額 等 ）  

第 ２ ２ 条  給 与 条 例 第 ５ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 事 由 は 、 通 勤 手 当

（ １ 箇 月 の 支 給 単 位 期 間 に 係 る も の を 除 く 。 ） を 支 給 さ れ る 職

員 に つ い て 生 じ た 次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 事 由 と す る 。  

 ⑴  離 職 し 、 若 し く は 死 亡 し た 場 合 又 は 給 与 条 例 第 ５ 条 第 １ 項

の 職 員 た る 要 件 を 欠 く に 至 っ た 場 合  

 ⑵  通 勤 経 路 若 し く は 通 勤 方 法 を 変 更 し 、 又 は 通 勤 の た め 負 担

す る 運 賃 等 の 額 に 変 更 が あ っ た こ と に よ り 、 通 勤 手 当 の 額 が

改 定 さ れ る 場 合  



 ⑶  月 の 中 途 に お い て 法 第 ２ ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 休 職 に さ

れ 、 法 第 ５ ５ 条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る 許 可 を 受 け 、

育 児 休 業 法 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 育 児 休 業 を し 、 又 は 法

第 ２ ９ 条 の 規 定 に よ り 停 職 に さ れ た 場 合 で あ っ て 、 こ れ ら の

期 間 が ２ 以 上 の 月 に わ た る こ と と な る と き 。  

 ⑷  出 張 、 休 暇 、 欠 勤 そ の 他 の 事 由 に よ り 、 月 の 初 日 か ら 末 日

ま で の 期 間 の 全 日 数 に わ た っ て 通 勤 し な い こ と と な る 場 合  

２  交 通 機 関 等 に 係 る 通 勤 手 当 に 係 る 給 与 条 例 第 ５ 条 第 ４ 項 に 規

定 す る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に

定 め る 額 と す る 。  

 ⑴  １ 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 等 （ 第 １ ９ 条 第 １ 号 に 掲 げ る

職 員 に あ っ て は 、 １ 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 及 び 給 与 条 例

第 ５ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 定 め る 額 の 合 計 額 。 以 下 こ の 項 に お い

て 同 じ 。 ） が ５ ５ ， ０ ０ ０ 円 以 下 で あ っ た 場 合  前 項 第 ２ 号

に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た 場 合 に あ っ て は 当 該 事 由 に 係 る 交 通 機

関 等 （ 同 号 の 改 定 後 に １ 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 等 が ５ ５ ，

０ ０ ０ 円 を 超 え る こ と と な る と き は 、 そ の 者 の 利 用 す る す べ

て の 交 通 機 関 等 ） 、 同 項 第 １ 号 、 第 ３ 号 又 は 第 ４ 号 に 掲 げ る

事 由 が 生 じ た 場 合 に あ っ て は そ の 者 の 利 用 す る す べ て の 交 通

機 関 等 に つ き 、 使 用 さ れ る べ き 通 用 期 間 の 定 期 券 の 運 賃 等 の

払 戻 し を 、 広 域 連 合 長 の 定 め る 月 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 事

由 発 生 月 」 と い う 。 ） の 末 日 に し た も の と し て 得 ら れ る 額

（ 次 号 に お い て 「 払 戻 金 相 当 額 」 と い う 。 ）  

 ⑵  １ 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 が ５ ５ ， ０ ０ ０ 円 を 超 え て い

た 場 合  次 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る



額  

  ア  イ に 掲 げ る 場 合 以 外 の 場 合  ５ ５ ， ０ ０ ０ 円 に 事 由 発 生

月 の 翌 月 か ら 支 給 単 位 期 間 に 係 る 最 後 の 月 ま で の 月 数 を 乗 じ

て 得 た 額 又 は 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 由 に 係 る 交 通 機 関 等 に つ い

て の 払 戻 金 相 当 額 の い ず れ か 低 い 額 （ 事 由 発 生 月 が 支 給 単 位

期 間 に 係 る 最 後 の 月 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 ０ 円 ）  

  イ  第 １ ９ 条 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 掲 げ る 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ

て い る 場 合  ５ ５ ， ０ ０ ０ 円 に 事 由 発 生 月 の 翌 月 か ら 同 条 第

１ 号 若 し く は 第 ２ 号 に 定 め る 期 間 に 係 る 最 後 の 月 ま で の 月 数

を 乗 じ て 得 た 額 又 は そ の 者 の 利 用 す る す べ て の 交 通 機 関 等 に

つ い て の 払 戻 金 相 当 額 及 び 広 域 連 合 長 の 定 め る 額 の 合 計 額 の

い ず れ か 低 い 額 （ 事 由 発 生 月 が 当 該 期 間 に 係 る 最 後 の 月 で あ

る 場 合 に あ っ て は 、 ０ 円 ）  

３  給 与 条 例 第 ５ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 職 員 に 前 項 に 定 め る 額 を

返 納 さ せ る 場 合 に お い て 、 返 納 に 係 る 通 勤 手 当 の 給 与 の 支 給 義

務 者 と 事 由 発 生 月 の 翌 月 以 降 に 支 給 さ れ る 給 与 の 支 給 義 務 者 が

同 一 で あ る と き は 、 当 該 給 与 か ら 当 該 額 を 差 し 引 く こ と が で き

る 。  

 （ 通 勤 手 当 の 支 給 単 位 期 間 ）  

第 ２ ３ 条  給 与 条 例 第 ５ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 期 間 は 、 次 に 掲 げ る

期 間 と す る 。  

 ⑴  定 期 券 を 使 用 す る こ と が 、 最 も 経 済 的 か つ 合 理 的 で あ る と

認 め ら れ る 交 通 機 関 等  当 該 交 通 機 関 等 に お い て 発 行 さ れ る

定 期 券 の 通 用 期 間 の う ち そ れ ぞ れ ６ 箇 月 を 超 え な い 範 囲 内 で

最 も 長 い も の に 相 当 す る 期 間  



 ⑵  回 数 乗 車 券 等 を 使 用 す る こ と が 最 も 経 済 的 か つ 合 理 的 で あ

る と 認 め ら れ る 交 通 機 関 等  １ 箇 月  

２  前 項 第 １ 号 に 定 め る 期 間 に 係 る 最 後 の 月 の 前 月 以 前 に 、 法 第

２ ８ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 退 職 そ の 他 の 離 職 を す る こ と 、

長 期 間 の 研 修 等 の た め に 旅 行 を す る こ と 、 勤 務 態 様 の 変 更 に よ

り 通 勤 の た め 負 担 す る 運 賃 等 の 額 に 変 更 が あ る こ と そ の 他 広 域

連 合 長 が 定 め 事 由 が 生 じ る こ と が 同 号 に 定 め る 期 間 に 係 る 最 初

の 月 の 初 日 に お い て 明 ら か で あ る 場 合 に は 、 当 該 事 由 が 生 ず る

こ と と な る 日 の 属 す る 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る 場 合 に あ っ

て は 、 そ の 日 の 属 す る 月 の 前 月 ） ま で の 期 間 に つ い て 、 前 項 の

規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 の 規 定 に 準 じ て 支 給 単 位 期 間 を 定 め る

こ と が で き る 。  

第 ２ ４ 条  支 給 単 位 期 間 は 、 第 ２ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 通 勤 手

当 の 支 給 が 開 始 さ れ る 月 又 は 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 通 勤 手 当

の 額 が 改 定 さ れ る 月 か ら 開 始 す る 。  

２  月 の 中 途 に お い て 法 第 ２ ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 休 職 に さ れ 、

法 第 ５ ５ 条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る 許 可 を 受 け 、 育 児 休

業 法 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 育 児 休 業 を し 、 又 は 法 第 ２ ９ 条

の 規 定 に よ り 停 職 に さ れ た 場 合 で あ っ て 、 こ れ ら の 期 間 が ２ 以

上 の 月 に わ た る こ と と な っ た と き （ 次 項 に 規 定 す る 場 合 に 該 当

し て い る と き を 除 く 。 ） は 、 支 給 単 位 期 間 は 、 そ の 後 復 職 し 、

又 は 職 務 に 復 帰 し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で

あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 日 の 属 す る 月 ） か ら 開 始 す る 。  

３  出 張 、 休 暇 、 欠 勤 そ の 他 の 事 由 に よ り 、 月 の 初 日 か ら 末 日 ま

で の 期 間 の 全 日 数 に わ た っ て 通 勤 し な い こ と と な っ た 場 合 （ 前



項 に 規 定 す る と き か ら 復 職 等 を し な い で 引 き 続 き 当 該 機 関 の 全

日 数 に わ た っ て 通 勤 し な い こ と と な っ た 場 合 を 除 く 。 ） に は 、

支 給 単 位 期 間 は 、 そ の 後 再 び 通 勤 す る こ と と な っ た 日 の 属 す る

月 か ら 開 始 す る 。  

 （ 通 勤 手 当 の 支 給 で き な い 場 合 ）  

第 ２ ５ 条  給 与 条 例 第 ５ 条 第 １ 項 の 職 員 が 、 出 張 、 休 暇 、 欠 勤 そ

の 他 の 事 由 に よ り 、 支 給 単 位 期 間 等 に 係 る 最 初 の 月 の 初 日 か ら

末 日 ま で の 期 間 の 全 日 数 に わ た っ て 通 勤 し な い こ と と な る と き

は 、 当 該 支 給 単 位 期 間 等 に 係 る 通 勤 手 当 は 、 支 給 す る こ と が で

き な い 。  

 （ 通 勤 手 当 の 事 後 の 確 認 ）  

第 ２ ６ 条  任 命 権 者 は 、 現 に 通 勤 手 当 の 支 給 を 受 け て い る 職 員 に

つ い て 、 そ の 者 が 給 与 条 例 第 ５ 条 第 １ 項 の 職 員 た る 要 件 を 具 備

す る か ど う か 及 び 通 勤 手 当 の 額 が 適 正 で あ る か ど う か を 当 該 職

員 に 定 期 券 等 の 提 示 を 求 め 、 又 は 通 勤 の 実 情 を 実 地 に 調 査 す る

等 の 方 法 に よ り 、 随 時 、 確 認 す る も の と す る 。  

第 ２ ７ 条  削 除  

第 ２ ８ 条  削 除  

第 ２ ９ 条  削 除  

第 ３ ０ 条  削 除  

第 ３ １ 条  削 除  

第 ３ ２ 条  削 除  

第 ３ ３ 条  削 除  

第 ３ ４ 条  削 除  

第 ３ ５ 条  削 除  



第 ３ ６ 条  削 除  

第 ３ ７ 条  削 除  

第 ３ ８ 条  削 除  

第 ３ ９ 条  削 除  

第 ４ ０ 条  削 除  

第 ４ １ 条  削 除  

第 ４ ２ 条  削 除  

第 ４ ３ 条  削 除  

第 ４ ４ 条  削 除  

第 ４ ５ 条  削 除  

 （ 時 間 外 勤 務 手 当 及 び 休 日 勤 務 手 当 の 支 給 ）  

第 ４ ６ 条  時 間 外 勤 務 手 当 及 び 休 日 勤 務 手 当 の 支 給 に つ い て は 、

職 員 が 実 際 に 勤 務 し た 時 間 を 基 礎 と し て 支 給 す る も の と す る 。  

２  時 間 外 勤 務 手 当 及 び 休 日 勤 務 手 当 の 支 給 の 基 礎 と な る 勤 務 時

間 は 、 そ の 月 の 全 時 間 数 （ 時 間 外 勤 務 手 当 の う ち 、 支 給 割 合 を

異 に す る 部 分 が あ る と き は 、 そ の 異 に す る 部 分 ご と に 各 別 に 計

算 し た 時 間 数 ） に よ っ て 計 算 す る も の と し 、 こ の 場 合 に お い て 、

１ 時 間 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、 そ の 端 数 が ３ ０ 分 以 上 の と

き は １ 時 間 と し 、 ３ ０ 分 未 満 の と き は 切 り 捨 て る も の と す る 。  

３  時 間 外 勤 務 手 当 及 び 休 日 勤 務 手 当 は 、 そ の 月 分 を 翌 月 の 給 与

の 支 給 日 に 支 給 す る も の と す る 。  

４  職 員 が 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇

等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ８ 年 広 域 連 合 条 例 第 １ ０ 号 。 以 下 「 勤

務 時 間 等 条 例 」 と い う 。） 第 ７ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ

れ た 時 間 外 勤 務 代 休 時 間 に 勤 務 し た 場 合 に お い て 支 給 す る 当 該



時 間 外 勤 務 代 休 時 間 の 指 定 に 代 え ら れ た 時 間 外 勤 務 手 当 の 支 給

に 係 る 時 間 外 勤 務 手 当 に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

同 項 中 「 翌 月 の 」 と あ る の は 、「 勤 務 時 間 等 条 例 第 ７ 条 の ２ 第 １

項 の 規 定 に よ り 時 間 外 勤 務 代 休 時 間 が 指 定 さ れ た 日 の 属 す る 月

の 翌 月 の 」 と す る 。  

第 ４ ７ 条  公 務 に よ っ て 旅 行 （ 出 張 及 び 赴 任 を 含 む 。 ） 中 の 職 員

は 、 そ の 旅 行 期 間 中 は 、 正 規 の 勤 務 時 間 を 勤 務 し た も の と み な

す 。 た だ し 、 旅 行 目 的 地 に お い て 正 規 の 勤 務 時 間 以 外 に 勤 務 す

べ き こ と を 職 員 の 任 命 権 者 が あ ら か じ め 指 示 し て 命 じ た 場 合 に

お い て 、 現 に 勤 務 し 、 か つ 、 そ の 勤 務 時 間 に つ い て 明 確 に 証 明

で き る も の に つ い て は 、 時 間 外 勤 務 手 当 を 支 給 す る も の と す る 。  

 （ 時 間 外 勤 務 手 当 及 び 休 日 勤 務 手 当 の 支 給 割 合 ）  

第 ４ ８ 条  給 与 条 例 第 ８ 条 第 １ 項 及 び 第 ９ 条 の 規 則 で 定 め る 割 合

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 勤 務 の 区 分 に 応 じ て 、 当 該 各 号 に 定 め る

割 合 と す る 。  

 ⑴  給 与 条 例 第 ８ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 勤 務  100分 の 125 

 ⑵  給 与 条 例 第 ８ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 勤 務  100分 の 135 

 ⑶  給 与 条 例 第 ９ 条 に 掲 げ る 勤 務  100分 の 135 

２  給 与 条 例 第 ８ 条 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 割 合 は 、 100分 の 25と す

る 。  

 （ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 支 給 ）  

第 ４ ９ 条  給 与 条 例 第 １ ２ 条 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 額 は 、 次 に 掲

げ る と お り と す る 。  

 ⑴  事 務 局 長  10,000円  

 ⑵  企 画 監 、 次 長 、 課 長  8,000円  



 ⑶  参 事  6,000円  

 ⑷  課 長 補 佐  4,000円  

３  給 与 条 例 第 １ ２ 条 第 ２ 項 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る 勤 務 は 、 勤

務 に 従 事 し た 時 間 が ６ 時 間 を 超 え る 場 合 の 勤 務 と す る 。  

 （ 地 域 手 当 の 支 給 地 域 ）  

第 ５ ０ 条  給 与 条 例 第 １ ４ 条 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 地 域 及 び 同 条

第 ３ 項 の 規 則 で 定 め る 甲 地 は 、 次 に 掲 げ る 地 域 と す る 。  

  甲 地  長 崎 市  

 （ 地 域 手 当 の 支 給 ）  

第 ５ １ 条  地 域 手 当 は 、 給 料 の 支 給 方 法 に 準 じ て 支 給 す る 。  

 （ 期 末 手 当 の 支 給 を 受 け る 職 員 ）  

第 ５ ２ 条  給 与 条 例 第 １ ５ 条 第 １ 項 前 段 の 規 定 に よ り 期 末 手 当 の

支 給 を 受 け る 職 員 は 、 同 項 に 規 定 す る そ れ ぞ れ の 基 準 日 に 在 職

す る 職 員 （ 給 与 条 例 第 １ ６ 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 を 除

く 。 ） の う ち 、 次 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員 と す る 。  

 ⑴  無 給 休 職 者 （ 法 第 ２ ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 規 定 に 該 当 し て 休

職 に さ れ て い る 職 員 の う ち 、 給 与 の 支 給 を 受 け て い な い 職 員

を い う 。 ）  

 ⑵  刑 事 休 職 者 （ 法 第 ２ ８ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 の 規 定 に 該 当 し て 休

職 に さ れ て い る 職 員 を い う 。 ）  

 ⑶  停 職 者 （ 法 第 ２ ９ 条 の 規 定 に よ り 停 職 に さ れ て い る 職 員 を

い う 。 ）  

 ⑷  専 従 休 職 者 （ 法 第 ５ ５ 条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る 許

可 を 受 け て い る 職 員 を い う 。 ）  

第 ５ ３ 条  給 与 条 例 第 １ ５ 条 第 １ 項 後 段 の 規 則 で 定 め る 職 員 は 、



次 に 掲 げ る 職 員 と し 、 こ れ ら の 職 員 に は 、 期 末 手 当 を 支 給 し な

い 。  

 ⑴  そ の 退 職 し 、 若 し く は 失 職 し 、 又 は 死 亡 し た 日 に お い て 前

条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 職 員 で あ っ た 者  

 ⑵  そ の 退 職 又 は 失 職 の 後 基 準 日 ま で の 間 に お い て 給 与 条 例 の

適 用 を 受 け る 職 員 で あ っ た 者  

 ⑶  そ の 退 職 に 引 き 続 き 次 に 掲 げ る 者 と な っ た 者  

  ア  国 家 公 務 員 （ 別 に 定 め る 者 に 限 る 。 ）  

  イ  他 の 地 方 公 共 団 体 の 職 員 （ 別 に 定 め る 者 に 限 る 。 ）  

  ウ  ア 又 は イ に 掲 げ る も の の ほ か 、 広 域 連 合 長 が 特 に 必 要 が

あ る と 認 め る 職 に 就 い た 者  

２  給 与 条 例 第 ２ ２ 条 第 ５ 項 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 前

項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 掲 げ る 職 員 と し 、 こ れ ら の 職 員 に は 期 末

手 当 を 支 給 し な い 。  

３  基 準 日 前 １ 箇 月 以 内 に お い て 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 と

し て の 退 職 が ２ 回 以 上 あ る 者 に つ い て 前 ２ 項 の 規 定 を 適 用 す る

場 合 に は 、 基 準 日 に 最 も 近 い 日 の 退 職 の み を も っ て 、 当 該 退 職

と す る 。  

 （ 加 算 を 受 け る 職 員 及 び 加 算 割 合 ）  

第 ５ ４ 条  給 与 条 例 第 １ ５ 条 第 ４ 項 （ 給 与 条 例 第 １ ８ 条 第 ４ 項 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 規 則 で 定 め る 職 員

は 、 派 遣 元 （ 給 与 条 例 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 派 遣 元 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） の 関 係 規 定 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

２  給 与 条 例 第 １ ５ 条 第 ４ 項 の 規 則 で 定 め る 職 員 の 区 分 及 び 同 項

の １ ０ ０ 分 の ２ ０ を 超 え な い 範 囲 内 で 規 則 で 定 め る 割 合 は 、 派



遣 元 の 関 係 規 定 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 期 末 手 当 に 係 る 在 職 期 間 ）  

第 ５ ５ 条  給 与 条 例 第 １ ５ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 在 職 期 間 は 、 給 与

条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 と し て 在 職 し た 期 間 と す る 。  

２  前 項 の 期 間 の 算 定 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 期 間 を 除 算 す る 。  

 ⑴  第 ５ ２ 条 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 に 掲 げ る 職 員 と し て 在 職 し た 期

間 に つ い て は 、 そ の 全 期 間  

 ⑵  休 職 に さ れ て い た 期 間 （ 給 与 条 例 第 ２ ２ 条 第 １ 項 及 び 第 ２

項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 休 職 者 で あ っ た 期 間 を 除 く 。 ） に つ

い て は 、 そ の ２ 分 の １ の 期 間  

第 ５ ６ 条  基 準 日 以 前 ６ 箇 月 以 内 の 期 間 に お い て 、 次 に 掲 げ る 者

が 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な っ た 場 合 （ 第 １ 号 及 び 第 ２

号 に 掲 げ る 者 に あ っ て は 、 引 き 続 き 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職

員 と な っ た 場 合 に 限 る 。 ） は 、 そ の 期 間 内 に お い て そ れ ら の 者

と し て 在 職 し た 期 間 は 、 前 条 第 １ 項 の 在 職 期 間 に 算 入 す る 。  

 ⑴  国 家 公 務 員 （ 別 に 定 め る 者 に 限 る 。 ）  

 ⑵  他 の 地 方 公 共 団 体 の 職 員 （ 別 に 定 め る 者 に 限 る 。 ）  

 ⑶  前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 広 域 連 合 長 が 特 に 必 要 が あ る

と 認 め る 職 に あ っ た 者  

２  前 項 の 期 間 の 算 定 に つ い て は 、 前 条 第 ２ 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

 （ 一 時 差 止 処 分 に 係 る 在 職 期 間 ）  

第 ５ ７ 条  給 与 条 例 第 １ ６ 条 及 び 第 １ ７ 条 （ こ れ ら の 規 定 を 給 与

条 例 第 １ ８ 条 第 ５ 項 及 び 第 ２ ２ 条 第 ６ 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） に 規 定 す る 在 職 期 間 は 、 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職

員 と し て 在 職 し た 期 間 と す る 。  



２  前 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 者 が 引 き 続 き 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け

る 職 員 と な っ た 場 合 は 、 そ れ ら の 者 と し て 在 職 し た 期 間 は 、 前

項 の 在 職 期 間 と み な す 。  

 （ 一 時 差 止 処 分 の 手 続 ）  

第 ５ ８ 条  任 命 権 者 は 、 給 与 条 例 第 １ ７ 条 第 １ 項 （ 給 与 条 例 第 １

８ 条 第 ５ 項 及 び 第 ２ ２ 条 第 ６ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 一 時 差 止 処 分 （ 以 下 「 一 時 差 止 処 分 」 と い

う 。 ） を 行 お う と す る 場 合 は 、 あ ら か じ め 、 広 域 連 合 長 に 協 議

し な け れ ば な ら な い 。  

第 ５ ９ 条  任 命 権 者 は 、 一 時 差 止 処 分 を 行 っ た 場 合 に は 、 当 該 一

時 差 止 処 分 を 受 け た 者 に 文 書 を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 一 時 差 止 処 分 の 取 消 し の 申 立 て の 手 続 等 ）  

第 ６ ０ 条  給 与 条 例 第 １ ７ 条 第 ２ 項 （ 給 与 条 例 第 １ ８ 条 第 ５ 項 及

び 第 ２ ２ 条 第 ６ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ

る 一 時 差 止 処 分 の 取 消 し の 申 立 て は 、 そ の 理 由 を 明 示 し た 書 面

で 、 任 命 権 者 に 対 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  任 命 権 者 は 、 前 項 の 申 立 て が な さ れ た 場 合 に は 、 速 や か に 、

そ の 取 扱 い に つ い て 広 域 連 合 長 に 協 議 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 一 時 差 止 処 分 の 取 消 し の 通 知 ）  

第 ６ １ 条  任 命 権 者 は 、 一 時 差 止 処 分 を 取 り 消 し た 場 合 は 、 当 該

一 時 差 止 処 分 を 受 け た 者 及 び 広 域 連 合 長 に 対 し 、 速 や か に 、 理

由 を 付 し て そ の 旨 を 書 面 で 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 審 査 請 求 の 教 示 ）  

第 ６ ２ 条  給 与 条 例 第 １ ７ 条 第 ５ 項 （ 給 与 条 例 第 １ ８ 条 第 ５ 項 及

び 第 ２ ２ 条 第 ６ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る



説 明 書 （ 次 条 に お い て 「 処 分 説 明 書 」 と い う 。 ） に は 、 在 職 す

る 職 員 に 対 す る 一 時 差 止 処 分 に つ い て は 公 平 委 員 会 に 対 し 、 離

職 し た 者 に 対 す る 一 時 差 止 処 分 に つ い て は 広 域 連 合 長 に 対 し 、

そ れ ぞ れ 審 査 請 求 を す る こ と が で き る 旨 及 び 審 査 請 求 を す る こ

と が で き る 期 間 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 処 分 説 明 書 の 写 し の 提 出 ）  

第 ６ ３ 条  任 命 権 者 は 、 一 時 差 止 処 分 を 行 っ た 場 合 は 、 処 分 説 明

書 の 写 し １ 通 を 広 域 連 合 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 勤 勉 手 当 の 支 給 を 受 け る 職 員 ）  

第 ６ ４ 条  給 与 条 例 第 １ ８ 条 第 １ 項 前 段 の 規 定 に よ り 勤 勉 手 当 の

支 給 を 受 け る 職 員 は 、 同 項 に 規 定 す る そ れ ぞ れ の 基 準 日 に 在 職

す る 職 員 （ 給 与 条 例 第 １ ８ 条 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 給 与 条 例

第 １ ６ 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 を 除 く 。 ） の う ち 、 次 に

掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員 と す る 。  

 ⑴  休 職 に さ れ て い る 者 （ 給 与 条 例 第 ２ ２ 条 第 １ 項 の 休 職 者 を

除 く 。 ）  

 ⑵  第 ５ ２ 条 第 ３ 号 又 は 第 ４ 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者  

第 ６ ５ 条  給 与 条 例 第 １ ８ 条 第 １ 項 後 段 の 規 則 で 定 め る 職 員 は 、

次 に 掲 げ る 職 員 と し 、 こ れ ら の 職 員 に は 勤 勉 手 当 を 支 給 し な い 。

た だ し 、 第 ２ 号 に 掲 げ る 者 の う ち 、 勤 勉 手 当 に 相 当 す る 手 当 が

支 給 さ れ な い 職 員 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

 ⑴  そ の 退 職 し 、 若 し く は 失 職 し 、 又 は 死 亡 し た 日 に お い て 前

条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 職 員 で あ っ た 者  

 ⑵  第 ５ ３ 条 第 １ 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 掲 げ る 者  

２  第 ５ ３ 条 第 ３ 項 の 規 定 は 、 前 項 の 場 合 に 準 用 す る 。  



 （ 勤 勉 手 当 の 支 給 割 合 ）  

第 ６ ６ 条  給 与 条 例 第 １ ８ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 勤 勉 手 当 の 支 給 割

合 は 、 次 条 に 規 定 す る 職 員 の 勤 務 期 間 に よ る 割 合 （ 以 下 「 期 間

率 」 と い う 。 ） を 乗 じ て 得 た 割 合 と す る 。  

 （ 勤 勉 手 当 の 期 間 率 ）  

第 ６ ７ 条  期 間 率 は 、 基 準 日 以 前 ６ 箇 月 以 内 の 期 間 に お け る 職 員

の 勤 務 期 間 の 区 分 に 応 じ て 、 別 表 第 １ に 定 め る 割 合 と す る 。  

 （ 勤 勉 手 当 に 係 る 勤 務 期 間 ）  

第 ６ ８ 条  前 条 に 規 定 す る 勤 務 期 間 は 、 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る

職 員 と し て 在 職 し た 期 間 と す る 。  

２  前 項 の 期 間 の 算 定 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 期 間 を 除 算 す る 。  

 ⑴  第 ５ ２ 条 第 ３ 号 又 は 第 ４ 号 に 掲 げ る 職 員 と し て 在 職 し た 期

間  

 ⑵  休 職 に さ れ て い た 期 間 （ 給 与 条 例 第 ２ ２ 条 第 １ 項 の 休 職 の

期 間 及 び 同 条 第 ２ 項 の 休 職 の 期 間 （ 結 核 性 疾 患 に よ る 休 職 の

期 間 に 限 る 。 ） を 除 く 。 ）  

 ⑶  負 傷 又 は 疾 病 （ 公 務 上 の 負 傷 若 し く は 疾 病 又 は 通 勤 （ 地 方

公 務 員 災 害 補 償 法 （ 昭 和 ４ ２ 年 法 律 第 １ ２ １ 号 ） 第 ２ 条 第 ２

項 及 び 第 ３ 項 に 規 定 す る 通 勤 を い う 。 ） に よ る 負 傷 若 し く は

疾 病 及 び 結 核 性 疾 患 を 除 く 。 ） に よ り 勤 務 し な か っ た 期 間 か

ら 勤 務 時 間 条 例 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 週 休 日 、 同 条 例 第 ７

条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 割 り 振 ら れ た 勤 務 時 間 の 全 部 に つ

い て 同 項 に 規 定 す る 時 間 外 勤 務 代 休 時 間 を 指 定 さ れ た 日 及 び

同 条 例 第 １ ０ 条 に 規 定 す る 休 日 （ 次 号 に お い て 「 週 休 日 等 」

と い う 。 ） を 除 い た 日 が ３ ０ 日 を 超 え る 場 合 に は 、 そ の 勤 務



し な か っ た 全 期 間  

 ⑷  勤 務 時 間 条 例 第 １ ７ 条 の 規 定 に よ る 介 護 休 暇 の 承 認 を 受 け

て 勤 務 し な か っ た 期 間 か ら 週 休 日 等 を 除 い た 日 が ３ ０ 日 を 超

え る 場 合 に は 、 そ の 勤 務 し な か っ た 全 期 間  

 ⑸  給 与 条 例 第 ７ 条 の ２ の 規 定 に よ り 給 与 を 減 額 さ れ た 期 間  

 ⑹  基 準 日 以 前 ６ 箇 月 の 全 期 間 に わ た っ て 勤 務 し た 日 が な い 場

合 （ 勤 務 時 間 条 例 第 １ ３ 条 に 規 定 す る 年 次 休 暇 、 同 条 例 第 １

５ 条 に 規 定 す る 療 養 休 暇 及 び 同 条 例 第 １ ６ 条 に 規 定 す る 特 別

休 暇 に よ り 勤 務 し な か っ た 期 間 を 除 く 。 ） に は 、 前 各 号 の 規

定 に か か わ ら ず 、 そ の 全 期 間  

第 ６ ９ 条  第 ５ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 は 、 前 条 に 規 定 す る 給 与 条 例 の

適 用 を 受 け る 職 員 と し て 在 職 し た 期 間 の 算 定 に つ い て 準 用 す る 。  

２  前 項 の 期 間 の 算 定 に つ い て は 、 前 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 期 間

に 相 当 す る 期 間 を 除 算 す る 。  

 （ 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 日 ）  

第 ７ ０ 条  期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 日 は 、 別 表 第 ２ の 基 準 日

欄 に 掲 げ る 基 準 日 の 別 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ 支 給 日 欄 に 定 め る 日

と す る 。 た だ し 、 支 給 日 欄 に 定 め る 日 が 日 曜 日 に 当 た る と き は

同 欄 に 定 め る 日 の 前 々 日 と し 、 同 欄 に 定 め る 日 が 土 曜 日 に 当 た

る と き は 同 欄 に 定 め る 日 の 前 日 と す る 。  

  （ 補 則 ）  

第 ７ １ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定

め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  



１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 平 成 ２ ５ 年 ７ 月 か ら 平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ま で の 間 に 支 給 す る 管 理

職 手 当 に 関 す る 特 例 措 置 ）  

２  平 成 ２ ５ 年 ７ 月 か ら 平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ま で の 間 に 支 給 す る 管 理

職 手 当 に 関 す る 第 １ ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該

各 号 に 定 め る 額 に １ ０ ０ 分 の １ ０ を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 と

す る 。  

   附  則 （ 平 成 ２ １ 年 ３ 月 ２ ７ 日 規 則 第 １ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ３ ０ 日 規 則 第 ４ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ３ ０ 日 規 則 第 ５ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ２ 年 ５ 月 １ ２ 日 規 則 第 ７ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 長 崎 県 後 期 高 齢 者

医 療 広 域 連 合 職 員 の 給 与 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 規 定 は 、 平 成 ２ ２

年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。   

   附  則 （ 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ２ ８ 日 規 則 第 １ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ２ ５ 年 ６ 月 ２ ４ 日 規 則 第 ６ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ５ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ２ ６ 日 規 則 第 ３ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ２ ９ 日 規 則 第 ７ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


